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日障射連への入会について 

 

 特定非営利活動法人日本障害者スポーツ射撃連盟（以下、「日障射連」と略します。）は、

わが国の障害者の射撃スポーツを普及振興するとともに、障害者の自立と社会参加を実現

することを目的とした団体です。 

 日障射連への入会について以下にまとめていますので、よくお読みの上お手続きください。 

 

１．入会申込 

 

所定の入会申込書に自署または捺印の上、所属の加盟団体を通して日障射連・山口事

務局までご郵送ください。入会申込書には、身体障害者手帳・療育手帳などの写しを添付し

てください。 

 

日障射連・山口事務局： 〒753-0841山口県山口市吉田 2800-13 田中辰美方 

 

２．日障射連への登録によって得られる資格 

  

 日障射連に登録することにより、以下の資格が得られます。 

 

（１）日障射連が主催または共催する競技会に参加できます。 

（２）所定の手続きを経て、日障射連のクラス分け証の交付を受けることができます。 

（３）公益社団法人日本ライフル射撃協会(以下、日ラ)が定める段級位の１０〜６級までを受

験できます。 

 

注１） クラス分け証の交付については、別資料「クラス分け認定の申請方法」をご参照ください。 

 

３．会員の法令・規定等の遵守義務 

 

日障射連の会員は、銃砲刀剣類所持等取締法および関連法令ならびに連盟および関連

団体の諸規定を遵守しなければなりません。 

 

４．日ラ登録について 

  

 日障射連は、日ラの加盟団体です。日ラ登録することにより、以下の資格が得られます。 

 

（１）日ラ機関誌「ライフルスポーツ」が送付されます。 

（２）日ラが定める段級位を受験できます（SH1 クラスのみ、装薬銃を除く）。 

（３）障害クラス SH1および SH2の会員は、日ラが主催する競技会に参加できます。 
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   ※適用外の大会がありますのでご留意ください。 

（４）障害クラス SH1Aの会員は、日ラなどが主催する競技会の一般の部門に参加できま

す。 

（５）所定の手順をへて、日ラ地方公認審判員資格を取得することができます。 

 

注１）所持に推薦を必要とする銃（ライフル銃、エアピストルおよび装薬ピストル）を所持しているまたは

しようとする会員は、必ず日障射連または他の日ラ加盟団体（都道府県ライフル射撃協会／連

盟など）を経由して日ラ登録をする必要があります。 

注２）日ラ登録をするためには、日障射連または他の日ラ加盟団体（都道府県ライフル射撃協会／連

盟など）のいずれかに必ず登録しなければなりません。日ラのみの登録はできません。 

注３）日ラ会員として登録するには、日障射連あるいは他の日ラ加盟団体（都道府県ライフル射撃協

会／連盟など）のいずれかから日ラ登録すればけっこうです。両方から登録（二重登録）はでき

ません。 

注４）日ラ本部公認審判員資格を取得するには、日ラの都道府県加盟団体に登録し、所定の要件を

満たした上で、所属する都道府県ブロックの推薦を得なければなりません。 

 

４．入会金および年会費の額 

 

 普通会員の入会金および年会費は以下の表のとおりです。 

 

 
日障射連登録 

（区分なし） 

日ラ登録 

一般・学生 生徒（小中学生） 

入会金 1,000円 1,000円 500円 

年会費 2,000円 3,000円 1,000 円 

合 計 3,000円 4,000円 1,500円 

 

注１）日障射連および日ラの両方に登録する場合は、両方の金額の合計となります。 

注２）入会金は初年度のみです。 

 

５．入会金および年会費の支払い方法 

 

以下の銀行口座への振込でお支払いください。 

 

三井住友銀行 神戸営業部 普通預金 

店番号 ５００ 口座番号 ９５１０１１３ 

名称 特定非営利活動法人日本障害者スポーツ射撃連盟 理事 霜禮次郎 

 

６．お問い合せ先 
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不明な点や気付きがありましたら、ご遠慮なく日障射連事務局までおたずねください。お問

い合わせにはできるかぎり電子メールをご利用いただけるとさいわいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２９年１月１日） 

特定非営利活動法人日本障害者スポーツ射撃連盟 

山口事務局 

〒753-0841 山口県山口市吉田 2800-13 田中辰美方 

TEL: 090-4105-8802   eFAX: 03-4333-0839 

e-mail: tatsumi_tanaka_39@yahoo.co.jp 

東京事務局 

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル 4 階 

日本財団パラリンピック・サポートセンター 

TEL: 03-6229-5437（火・木曜、10 時～16 時） 

e-mail: jpssf_jpssf@yahoo.co.jp 
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